
様式１

施策の基本的方向 具体的施策 担当府省

○高齢者の社会参加活動の促進

○

○

○

○

○

○

文部科学
省、厚生労
働省

全国老人クラブ連合会助成事業（厚生労働省）
　高齢者の生きがいと健康づくりを推進するため、全国老人クラブ連合会が行う
　①老人クラブに対する援助指導
　②老人クラブに関する調査研究
　③老人クラブ指導者の養成訓練
に必要な経費を助成。

全国で老人クラブリーダーの養成等を実施し61,207人が参加。

施策の実施状況及び関連統計等

高齢者社会参加フォーラムを開催（文部科学省　平成18年度）

団塊世代や高齢者等が教育サポーターとして活躍するための制度（教育サポーター制度）の在り方につ
いて調査研究等を実施（文部科学省　平成19年度～平成20年度）

指導・援助及び高年齢者雇用対策の制度周知用パンフレットの配布（厚生労働省）

企業等OB人材のニーズ・シーズの発掘及び中小企業とのマッチングを展開（経済産業省　平成15年度
～平成19年度）
・企業等ＯＢ人材マッチング事業（平成20年3月末現在）
　　ＯＢ人材登録数　8,174人
　　マッチング件数　 4,311人
大企業の退職者及び近く退職を迎える実務経験豊かな人材（新現役）のニーズ・シーズの発掘及び中
小・小規模企業とのマッチングの支援を実施（経済産業省　平成20年度～）
・新現役チャレンジ支援事業（平成21年3月末時点）
　　新現役人材登録数　8,435人
　　マッチング件数　　　 2,153人

団塊世代や高齢者等が教育サポーターとして活躍するための制度（教育サポーター制度）の在り方につ
いて調査研究等を実施（文部科学省　平成19年度～平成20年度）（６（１）①に前掲）

６．高齢者等が安心して暮らせる条件の整備

（１）高齢者の社会
参画に対する支援

②高齢者の学習活動を通じた社会
参加を促進するための方策につい
ての調査研究等を推進する。また、
世代間の理解を促進するための各
種の交流事業等を推進することの
ほか、地域高齢者の自主的な組織
である老人クラブの活動への支援
を行う。

①いわゆる団塊の世代が定年を迎
えることを踏まえ、高齢者の社会参
加に対する男女共同参画の視点に
立った支援を促進する。このため、
高齢者の社会参加活動に関する広
報・啓発、情報提供・相談体制の整
備、指導者養成などを図る。

内閣府(共
生）、文部科
学省、厚生
労働省

１８年度 １９年度 ２０年度
21 11 12

パンフレット発行部数（万部）

【資料１】
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様式１

施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等

内閣府、厚
生労働省

○

厚生労働省 ○

○定年の引上げ、継続雇用制度導
入等による65歳までの雇用の確保
等

④急速な高齢化や年金の支給開
始年齢の引き上げに的確に対応す
るため、年金支給開始年齢までの
雇用確保措置の導入が事業主に
義務づけられたこと等を踏まえ、事
業主に対し、助言及び指導を行い、
65歳までの雇用機会の確保を図
る。

 定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止（高年齢者雇用確保措置）による高年齢者の
安定した雇用の確保の促進（厚生労働省）

③老人クラブの会長への女性の登
用の促進など、高齢者が関わる方
針決定過程への女性の参画を進め
る。

「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」において、女性
の自治会長の割合を調査。（内閣府　平成19年度）
　2007年4月１日現在　3.8%

高年齢者雇用安定法に基づく高年齢者雇用確保措置実施企業割合
１８年度 １９年度 ２０年度

実施割合（％） 84.0 92.7 96.2
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様式１

施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等

厚生労働省 ○

○学習機会の整備等

○

○

⑤地域に密着した臨時的・短期的
又はその他の軽易な業務に係る就
業機会を提供するシルバー人材セ
ンター事業を推進し、高齢者社会参
加の促進を図る。

⑥高齢者の学習要求にこたえ、高
齢者に生きがいのある充実した生
活を実現するため、高齢者を対象と
した学習機会の提供を図る。特に、
高齢者等の職業的な知識や技術
の向上に資するため能力開発に関
する学習機会についての情報の提
供に努める。

　 ※　毎年6月1日現在、51人以上規模企業のうち、高年齢者雇用確保措置（「定年の引上げ」、「継続雇
用制度の導入」又は「定年の定めの廃止」）を実施した企業の割合。

シルバー人材センター事業の推進（厚生労働省）
　 定年退職後等に、臨時的かつ短期的又は軽易な就業を希望する高年齢者に対して、地域の日常生
活に密着した仕事を提供し、もって高年齢者の就業機会の増大を図り、活力ある地域社会づくりに寄与

文部科学
省、厚生労
働省

団塊世代や高齢者等が教育サポーターとして活躍するための制度（教育サポーター制度）の在り方につ
いて調査研究を実施（文部科学省　平成19年度～）（６（１）①に前掲）

公共職業能力開発施設における高齢者向けの訓練科の設置（平成18年度まで）（厚生労働省）

18年度 19年度

人員（千人日） 72,693 73,806

シルバー人材センター会員の就業延人員

（社）全国シルバー人材センター事業協会調べ
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様式１

施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等

○高齢者のスポーツ、レクリエー
ション活動の支援

文部科学省 ○

○広報・啓発活動の推進

内閣府（共
生）、厚生労
働省

○

○

○

地方公共団体との共催による「心豊かな長寿社会を考える国民の集い」を開催し、エイジレス・ライフ実
践者及び社会参加活動等事例紹介事業を実施（内閣府）

⑦総合型地域スポーツクラブの全
国展開等、高齢者のスポーツ・レク
リエーション活動の支援を促進す
る。

⑧高齢者が、年齢にとらわれること
なく、他の世代とともに社会を支え
る重要な一員として活躍できるよ
う、高齢者の積極的な社会参加を
促進するための広報・啓発を行う。

今後の高齢社会対策の効果的な推進を図るため、高齢社会研究セミナーを開催(内閣府）
①国民の集い
平成13年度：約2,700人が参加、14年度：約1,000人が参加、15年度：約1000人が参加、16年度：約1000
人が参加、17年度：約1000人が参加、18年度：約1000人が参加、19年度：約1,000人が参加、20年度：約
500人が加。
②セミナー
平成13年度：164名が参加、14年度：220名が参加、15年度：225名が参加、16年度：234名が参加、17年
度：249人が参加、18年度：222人が参加、19年度：215人が参加、20年度：227人が参加

総合型地域スポーツクラブの全国展開を推進するため、クラブ立ち上げの支援を行う「総合型地域ス
ポーツクラブ育成推進事業」を実施。（文部科学省　平成16年度～）
【総合型地域スポーツクラブ育成状況（創設準備中含）】
　平成18年度：2,416クラブ
  平成19年度：2,555クラブ
　平成20年度：2,768クラブ
　平成21年度：2,905クラブ　　（文部科学省調べ）

高齢者の生きがいと健康づくり推進事業（厚生労働省）
　地域社会において、豊かな経験と知識・技能を生かし、地域の各団体の参加と協力のもとに、高齢者
の生きがいと社会参加を促進するため、地域における様々な社会資源を活用し、スポーツ交流や奉仕
活動など各種活動を行う市町村に対し、地域支援事業交付金の任意事業として支援を行うものである。
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様式１

施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等

ア　介護保険制度の着実な実施

○介護保険制度の着実な実施

厚生労働省 ○

○

イ　高齢者保健福祉施策の推進

○介護サービス基盤の整備

厚生労働省 ○

○

①将来にわたる国民生活の安心を
支え続ける制度の確立を内容とす
る、改正介護保険法の着実な実施
を図るとともに、介護保険制度の基
本理念である自立支援をより徹底
する観点から創設した新たな予防
給付の実施を着実に行っていく。

①介護サービスの質の確保のた
め、人材研修を推進するとともに、
寝かせきりの防止、リハビリテー
ションの充実など施設における処
遇の改善を図る。

（２）高齢者が安心
して暮らせる介護
体制の構築

介護支援専門員に係る人材研修（厚生労働省）
　①目的：介護保険制度の適切かつ円滑な運営に資するため、制度の要である介護支援専門員に対し
て各種の研修事業を実施
　②内容：介護支援専門員実務研修・再研修、介護支援専門員実務従事者基礎研修、介護支援専門員
更新研修・専門研修、主任介護支援専門員研修
　③対象：介護支援専門員等
　④実施の仕組み：都道府県が実施
　⑤予算規模：平成21年度350,000千円

要支援・要介護状態になる可能性の高い高齢者（特定高齢者）を早期に把握し、要支援・要介護状態と
なることを予防することを目的として、生活機能の改善などを実施。（厚生労働省）
　・地域支援事業交付金の介護予防特定高齢者施策として実施

地域において介護予防に資する自発的な活動が広く実施され、地域の高齢者が自ら活動に参加し、介
護予防に向けた取組が主体的に実施されるような地域社会の構築を目指して、健康教育等の取組を通
じた介護予防に関する知識の普及・啓発や地域における自発的な介護予防に資する活動の育成・支援
を実施。（厚生労働省）
　・地域支援事業交付金の介護予防一般高齢者施策として実施

訪問介護員に係る人材養成（厚生労働省）
　①目的：介護保険制度における居宅サービスを提供する要である介護員を養成する。
　②内容：介護職員基礎研修、訪問介護員１級、２級

③ ビ
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様式１

施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等

○介護予防・生活支援のための取
組

厚生労働省 ○

○

○

②介護予防・生活支援施策の充実
を図るため、地域支援事業として要
支援・要介護状態になる前から介
護予防に資する事業（運動器の機
能向上・栄養改善・口腔機能の向
上・閉じこもり予防等）を実施すると
ともに、地域の総合相談、権利擁護
事業、家族介護支援事業等を行う
ことにより、介護負担の軽減及び高
齢者の自立支援を推進する。

要支援・要介護状態になる可能性の高い高齢者（特定高齢者）を早期に把握し、要支援・要介護状態と
なることを予防することを目的として、生活機能の改善などを実施。（厚生労働省）（６（２）ア①に前掲）
　・地域支援事業交付金の介護予防特定高齢者施策として実施

地域において介護予防に資する自発的な活動が広く実施され、地域の高齢者が自ら活動に参加し、介
護予防に向けた取組が主体的に実施されるような地域社会の構築を目指して、健康教育等の取組を通
じた介護予防に関する知識の普及・啓発や地域における自発的な介護予防に資する活動の育成・支援
を実施。（厚生労働省）（６（２）ア①に前掲）
　・地域支援事業交付金の介護予防一般高齢者施策として実施

高齢者虐待防止法が成立し、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進。（厚生
労働省）

　③対象：訪問介護サービスに従事しようとする者等
　④実施の仕組み：都道府県が実施
　⑤予算規模：予算補助なし
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様式１

施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等

厚生労働省 ○

※介護休業取得率（％）

○

○

育児・介護休業法の円滑な施行を図るため、集団指導を中心とした計画的、効果的な行政指導を実施
（厚生労働省）（５（１）ウ①に前掲）

③男性でも女性でも介護休業を取
得しやすい環境の整備を図る。

両立支援レベルアップ助成金（育児・介護費用等補助コース）の支給 （厚生労働省　平成７年度～）
　 労働者が育児・介護サービスを利用する際に要した費用の全部又は一部について、補助等を行う旨を
就業規則等に規定し、実際に費用補助等を行った事業主に、その補助等の額の一定割合を助成

※育児・介護費用等補助コースの支給状況

両立支援レベルアップ助成金（休業中能力アップコース）の支給（厚生労働省　平成４年度～）（５（１）イ
①に前掲）
　 育児休業又は介護休業取得者がスムーズに職場復帰できるよう、これらの労働者の能力の開発及び
向上を図るため、職場復帰プログラムを実施した事業主・事業主団体に支給

※休業中能力アップコースの支給状況

厚生労働省「雇用均等基本調査」より

18年度 19年度 20年度
件数 570 575 574

金額（千円） 742,928 790,920 831,224

18年度 19年度 20年度
対象者（人） 3,247 3,417 3,438
金額（千円） 201,544 222,001 223,810

２０年度
男性 0.03
女性 0.11
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様式１

施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等

○

○利用者保護と信頼できる介護
サービスの確保

厚生労働省 ○

厚生労働省 ○

ウ　介護に係る人材の確保

○高齢者介護マンパワーの養成・
確保対策の推進

厚生労働省 ○ 社会福祉士及び介護福祉士に係る人材養成（厚生労働省）
　 社会福祉士及び介護福祉士の養成・確保、質的向上のための総合的な施策を推進
　

⑤介護サービスの質を確保するた
め、事業者指定の欠格事由及び取
消要件の追加、更新制（６年毎）の
導入、勧告・命令等の追加など、事
業者等に対する規制を見直す。

④利用者が介護保険サービスを適
切かつ円滑に選択し、利用できるよ
う、事業者等に対し、必要な情報の
公表を義務付ける仕組みを導入す
る。

①高齢者介護サービスを担う社会
福祉施設職員、看護職員、訪問介
護員、介護支援専門員及び介護福
祉士等の人材を養成・確保するた
め、養成施設の整備、資質向上の
ための研修体制の確保、職場環境
の整備など総合的な人材確保施策
を推進する。

育児・介護休業法を改正し、介護のための短期の休暇制度（要介護状態の対象家族が、１人であれば
年５日、２人以上であれば年１０日）を創設し、仕事と介護の両立支援促進策を導入。（厚生労働省　平
成21年7月1日改正法公布）

平成18年の介護保険法改正により介護サービスの質を確保するため、事業者指定の欠格事由及び取
消要件の追加、更新制（６年毎）の導入、勧告・命令等の追加などの内容を盛り込み。（厚生労働省）

介護サービス情報の公表制度支援事業（厚生労働省）
　①目的：利用者が介護サービスを適切に選択できる環境を構築し、これによってより良い事業者が選
択されることを通じて、介護サービス全体の質の向上を図る。
　②内容：介護サービス事業者等に対して、運営状況等の情報の公表を義務づける。
　③対象層：介護サービスを利用しようとする者およびその家族等
　④実施の仕組み
　　原則全ての事業者が共通の「基本情報」及び「調査情報」を都道府県知事に報告し、報告された情報
を都道府県知事がインターネット等により公表する。
　　なお、「調査情報」については、調査員が事業所を訪問し、内容を確認の上公表する。
　⑤21年度予算額  336,029千円　　平成20年度介護サービス情報公表対象事業所数　215,717件
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様式１

施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等

①社会福祉士及び介護福祉士法等の見直し（平成18年～）
　 介護・福祉ニーズの多様化、高度化に対応可能な人材の養成・確保、資質の向上のため、社会保障
審議会福祉部会での審議等を踏まえ、社会福祉士及び介護福祉士法等を改正。
　 （改正法のポイント）
　 ・社会福祉士及び介護福祉士の定義規定・義務規定の見直し
　 ・資格取得方法の見直し
　 　（ⅰ）介護福祉士
　 　　　　→すべての者は一定の教育プロセスを経た後に国家試験を受験するという形で取得方法
              を一元化。
　 　（ⅱ）社会福祉士
　 　　　　→福祉現場における高い実践力を有する社会福祉士を養成するための資格取得方法の
               見直し。
 　・養成施設の教育内容の見直し
　　 →介護・福祉ニーズの多様化、高度化に対応可能な人材を育成するため、社会福祉士及び介
        護福祉士の養成に係る教育内容を充実・強化することとした。
　 ・社会福祉士の任用・活用の促進
　 　→身体障害者福祉司、知的障害者福祉司等の任用資格を見直し。

②介護福祉士試験における介護技術講習制度の実施（平成17年～）
　 介護福祉士指定養成施設等の設置者が実施する介護技術に関する講習であって、一定の要件を満
たすものとしてあらかじめ届け出られたもの（介護技術講習）を修了した者について、その申請により、修
了日後に行われる実技試験を3回に限り免除する制度を平成17年4月から実施、平成18年実施の介護
福祉士試験から適用。

（参考１）社会福祉士及び介護福祉士の合格者数の推移（厚生労働省）

年度
19年度

（第20回試験）
20年度

（第21回試験）

社会福祉士国家試験 13,865 13,436

介護福祉士国家試験 73,302 67,993
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様式１

施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等

○

○

厚生労働省 ○

訪問介護員に係る人材養成（厚生労働省）（６（２）イ①に前掲）
　①目的：介護保険制度における居宅サービスを提供する要である介護員を養成する。
　②内容：介護職員基礎研修、訪問介護員１級、２級
　③対象：訪問介護サービスに従事しようとする者等
　④実施の仕組み：都道府県が実施
　⑤予算規模：予算補助なし

介護支援専門員に係る人材研修（厚生労働省）（６（２）イ①に前掲）
　①目的：介護保険制度の適切かつ円滑な運営に資するため、制度の要である介護支援専門員に対し
て各種の研修事業を実施
　②内容：介護支援専門員実務研修・再研修、介護支援専門員実務従事者基礎研修、介護支援専門員
更新研修・専門研修、主任介護支援専門員研修
　③対象：介護支援専門員等
　④実施の仕組み：都道府県が実施
　⑤予算規模：平成21年度350,000千円

②介護ニーズの多様化・高度化に
対応した、訪問介護員等の介護労
働者育成に係る公共職業能力開発

福祉マンパワーの確保の拠点となる公共職業安定所（福祉重点ハローワーク）を各都道府県に1カ所指
定し、福祉重点ハローワークを中心として他の公共職業安定所と連携しながら、福祉分野での就業を希
望する者に対する情報提供、職業相談、職業紹介等を行う（厚生労働省）

（参考２）社会福祉士及び介護福祉士の登録者数の推移（厚生労働省）

19年度 20年度

社会福祉士 95,216 108,877

介護福祉士 639,354 729,101

※各年度9月末時点の数値。

（参考３）社会福祉士及び介護福祉士養成施設（課程数）の推移（厚生労働省）

19年度 20年度 21年度

社会福祉士養成施設 48(64) 50(66) 51(67)

介護福祉士養成施設 423(500) 434(507) 422(487)
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様式１

施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等

○

○

○介護分野における良好な雇用機
会の創出の促進

厚生労働省 ○

○ 都道府県人材センター（厚生労働省　平成５年度～）
　 社会福祉事業従事者及び社会福祉事業に従事しようとする者の就業の援助、研修の企画及び実施、
社会福祉事業の経営者に対する相談等を行うことにより、豊かな人間性を備えた資質の高い福祉人材

介護系の求職者を対象とした離職者訓練を実施（厚生労働省）

（財）介護労働安定センターにおいて、ホームヘルパーを養成するための講習を実施（厚生労働省）

施設等における職業訓練を推進す
るとともに、福祉重点ハローワーク
を中核として介護マンパワーの就
職を重点的に促進する。

③介護分野の良好な雇用機会の
創出と労働力確保を図るため、雇
用管理改善を支援する。

介護分野における良好な雇用機会の創出と労働力確保を支援するため、介護関連の助成金を支給（厚
生労働省）

18年度 19年度 20年度

42.5 45.5 48.4

ハローワークにおける福祉関連職業の就職率（％）

１８年度 １９年度 ２０年度

受講者数 11,429人 6,803人 828人

１８年度 １９年度 ２０年度

受講者数 15,951人 11,382人 10,595人

支給額 件数等 支給額 件数等 支給額 件数等
介護基盤人材確保助成金 8,033,461千円 10,622人 3,742,348千円 3,340人 397,068千円 597人

介護雇用管理助成金 150,275千円 10,119件 109,540千円 9,118件 122,345千円 8,829件

※介護基盤人材確保助成金については平成19年度より定着率等を重視した改正を行い、実績が減少している。

※両事業とも平成20年度で廃止。平成21年度から事業主のニーズをより反映した助成金の運用を開始。

１８年度 １９年度 ２０年度

11



様式１

施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等

○ 介護福祉士等修学資金貸付事業（厚生労働省　平成５年度～）
　 介護福祉士又は社会福祉士の資格の取得を目指す学生に対し修学資金を貸付け、もってこれらの者
の修学を容易にすることにより、質の高い介護福祉士及び社会福祉士を養成・確保することを目的とす
る。

の確保を目的とする。
　
　 事業内容
　 １　実施主体　　都道府県（都道府県社協に委託）
　 ２　事業内容
　 　（１）社会福祉事業に関する啓発活動を行うこと。
　 　（２）社会福祉事業従事者の確保に関する調査研究を行うこと。
　 　（３）社会福祉事業を経営する者に対し、社会福祉事業従事者に係る処遇の改善及び資質の向上並
びに新規の社会福祉事業従事者の確保に資する措置の実施に関する技術的事項について相談その他
の援助を行うこと。
　 　（４）社会福祉事業の業務に関し、社会福祉事業従事者及び社会福祉事業に従事しようとする者に
対して研修を行うこと。
　 　（５）社会福祉事業従事者の確保に関する連絡を行うこと。
　 　（６）社会福祉事業に従事しようとする者に対し、就業の援助を行うこと。
　 　（７）その他社会福祉事業従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。
　 ※　より地域の実情にあったきめ細やかな福祉人材確保のため運営事業の見直しを行い、平成19年
度からは以下の事業を重点事業とし、優先的に採択することとした。
　 　・潜在的マンパワーの掘り起こし
　 　・福祉・介護分野への障害者等雇用の促進　　等
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様式１

施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等

○

○

○公的年金制度の安定的な運営

厚生労働省 ○

○

○自助努力による資産形成等の促
進

○

○

介護人材の確保・処遇改善を図るため、プラス３％の介護報酬改定を実施し、キャリアや能力に着目し
た評価を行った。（厚生労働省）

平成16年の年金制度改正において、保険料の上限を固定する一方、負担の範囲内で給付水準を自動
的に調整する仕組みの導入等により、長期的な給付と負担の均衡を確保。（厚生労働省）

平成21年6月19日成立の国民年金法改正法により、平成16年度年金制度改正の主要な柱である基礎
年金国庫負担割合２分の１を実現。（厚生労働省）

また、平成21年度補正予算において、介護職員（常勤換算）１人当たり月1.5万円の賃金引き上げに相
当する規模の介護職員処遇改善交付金を創設したところである。
なお、２年目となる平成22年度以降は、キャリアパスに関する要件を加えることを考えている。（厚生労働
省）

痴呆性高齢者等判断能力が不十分な者が自立した地域生活が送れるよう、地域福祉権利擁護事業に
おける日常的金銭管理サービスに係る郵便貯金の払戻し等の円滑な取扱いの実施。（総務省）

①本格的な少子・高齢社会の到来
を踏まえ、今後とも信頼できる年金
制度の維持に向けて安定的な運営
を行う。

   １５年度　　　　２，８５３　　　　　　　　４８．９
　 １６年度　　　　１，９９７　　　　　　　　３１．６
　 １７年度　　　　１，６９９　　　　　　　　２７．８
　 １８年度　　　　１，８９６　　　　　　　　３６．４

内閣府（共
生）、総務
省、厚生労
働省

（３）高齢期の所得
保障

②高齢期における人口及び所得・
資産状況の男女差の実態を踏ま
え、各種制度・施策の検討に当たっ
て配慮するとともに、ゆとりある老
後生活に資するため、介護貯金、
財形年金定額貯金などの各種金
融・保険サービス等の充実を通じて
生活の安定のための自助努力を支
援する。

・利用状況
　【介護貯金】
   　　　　　 　預入件数（件）　　預入金額（億円）
   １２年度        １，４３０　　　　　  　　２１．９
　 １３年度　      ２，８９４　　　　        ４８．０
　 １４年度        ２，２９３　　            ３４．５

介護貯金、財形年金定額貯金等の提供を通じて、自助努力による高齢期の生活の安定を支援。（総務
省）

13



様式１

施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等

法務省 ○③平成12年に導入された、財産管
理・身上監護のためのシステムで
ある成年後見制度を一層活用する
ことを通じて、高齢期における資産
の有効活用を図る。

　【財形年金定額貯金】（新規預入分）
   　　　　　 　預入件数（件）　　預入金額（万円）
   １２年度        １，１６５　　　　　  　５，３８１
　 １３年度　      １，０８７　　　　　　　４，８６０
　 １４年度        １，０１０　　　　　　　３，８６５
　 １５年度　　　　１，０３７　　　　　　　５，３３６
　 １６年度　　　　　　８８８　　　　　　　４，２３８
　 １７年度　　　　　　６０８　　　　　　　２，６００
　 １８年度　　　　　　４６６　　　　　　　１，６９６

成年後見制度の一層の周知を図るため，パンフレットを作成・配布。（法務省 平成20年度）

　○　年度末保有契約状況

15年度 16年度 17年度 18年度

件 数 27,209件 18,362件 11,600件 5,814件

保 険 金 額 403億円 280億円 182億円 95億円

件 数 18,121件 6,975件 4,126件 2,913件

保 険 金 額 328億円 139億円 97億円 73億円

件 数 1,388件 1,249件 1,315件 1,198件

保 険 金 額 40億円 36億円 39億円 36億円

件 数 715件 698件 683件 670件

年 金 額 166百万円 162百万円 158百万円 155百万円

件 数 10,159件 9,938件 9,781件 9,590件

保 険 金 額 322億円 315億円 310億円 303億円

件 数 2,217件 2,184件 2,151件 2,110件

年 金 額 870百万円 854百万円 837百万円 819百万円
※財形年金養老保険は平成15年３月末で販売終了。

財形積立貯蓄保険

財形住宅貯蓄保険

財形年金養老保険

財形終身年金保険

介護保険金付終身保険

介護割増年金付終身年金保険
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様式１

施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等

○総合的な障害者施策の推進

内閣府（共
生）、厚生労
働省

○

○

○

○ 障害者雇用促進法の改正（平成17年度）により、精神障害者に対する雇用対策の強化、在宅就業障害
者に対する支援など、障害者の就業機会の拡大に向けた雇用促進施策を推進。（厚生労働省）

障害者雇用促進法の改正（平成21年度）により、障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大や、短時
間労働の障害者雇用率の対象化など、障害者の雇用機会の拡大に向けた雇用促進施策を推進。（厚生
労働省）

障害者の権利及び尊厳を保護し、及び促進するための包括的かつ総合的な国際条約である「障害者権
利条約」に日本政府として署名。（外務省　平成19年度）

（４）障害者の自立
した生活の支援

①障害者基本法に基づく障害者基
本計画に従い、障害のある人々に
対するサービスの整備、障害のあ
る人々が社会生活を送る上で直面
する物理的な障壁、制度的な障
壁、文化・情報面での障壁及び意
識上の障壁等の除去に向けて、障
害のある男女それぞれのニーズへ
の対応に配慮しつつ、各種施策を
計画的に推進する。

障害の有無にかかわらず国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」を実現するため、
政府は、「障害者基本計画」（平成14年12月閣議決定）及び新たな「重点施策実施５か年計画」（平成19
年12月障害者施策推進本部決定）に基づき、障害者施策を総合的かつ計画的に推進している。また、
「障害者基本法の一部を改正する法律」（平成16年法律第80号）附則第３条において、政府は、法施行
後５年（平成21年6月）を目途として、障害者施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必
要な措置を講ずることとされていることを踏まえ、障害者施策推進本部のもとに設置された障害者施策
推進課長会議において、障害当事者等からの意見聴取を含めた検討を行い、平成20年12月に検討結
果を取りまとめ、公表した。
さらに、内閣府では、「共生社会」の理念の普及を図るため、「障害者週間」を中心に，幅広い啓発・広報
活動を行っており、平成20年度の「障害者週間」行事では、「障害者週間の集い」において、「心の輪を広
げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」の最優秀作品の内閣総理大臣表彰等を行ったほか、「障
害者週間連続セミナー」や、地域における共生社会に向けた取組と今後の課題及び障害者の文化・芸
術活動をテーマとしたシンポジウムを開催した。また、障害のある人もない人も共に楽しめるスポーツの
紹介等を行う、ユニバーサル・スポーツフェスタや障害者週間のポスター等のパネル展の開催等の多彩
な事業を実施した。

・５年前と比べて障害者施策は進んだか（平成19年２月「障害者に関する世論調査」）
　-進んだと思う（61.2％）
　-進んだと思わない（32.6％）
・障害者週間事業（集い・シンポジウム・セミナー等）、障害者施策総合推進地方会議等各種事業におけ
るアンケートへの肯定的な回答の割合
　各事業平均82%
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様式１

施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等

○

○

○

○高齢者等の自立を容易にする社
会基盤の整備

３障害の一元化や施設・事業体系の再編を行い、障害者や障害児が地域において自立した生活を営む
ことを支援することなどを目的とした障害者自立支援法が成立。同法に基づき、必要な障害福祉サービ
ス及び相談支援等が地域において計画的に提供されるよう、その提供体制の計画的な整備を進める障
害福祉計画の策定を、都道府県及び市町村に対して義務化。 （厚生労働省　平成18年度～）

障害者自立支援法において、国の費用負担を義務的経費化するとともに、ホームヘルプサービスなどの
各種訪問系サービス及び就労支援等の日中活動系サービス等の実施に必要な経費を確保。（厚生労働
省　平成18年度～）

都道府県及び市町村において、視聴覚障害者に対するコミュニケーション支援や情報支援、身体障害者
補助犬の育成などを行う地域生活支援事業を実施（厚生労働省　平成18年度～）
　 ＜実施状況＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（平成18年度）　　（平成19年度）　　（平成20年度）
　 　・コミュニケーション支援事業 　　1,112市町村　　　　1,318市町村 　　 1,351市町村
　 　・障害者ＩＴ総合推進事業 　　　　　38都道府県           38都道府県　　　38都道府県
　 　・身体障害者補助犬育成事業 　  29都道府県           38都道府県       38都道府県
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様式１

施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等

内閣府（共
生）

○

○

○

①「バリアフリー化推進要綱」（平成
16年６月）に基づき、高齢者、障害
者を含むすべての男女が社会の活
動に参加・参画し、社会の担い手と
して役割と責任を果たしつつ、自信
と誇りと喜びを持って生活を送るこ
とができるよう、ハード・ソフト両面
にわたる社会のバリアフリー化のた
めの施策を強力に推進する。

②高齢者及び障害者の自立を支援
し、介護者にも使いやすい医療・福
祉関連機器等の開発・普及・評価
基盤の整備、高齢者及び障害者が
情報を得やすい情報通信関連機
器・サービス等の開発・提供を推進
する。

総務省、厚
生労働省、
経済産業省

内閣府においては、バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱を踏まえ、バリアフリー・ユニバーサ
ルデザインの推進に顕著な功績のあった者に対してバリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表
彰を行い、優れた取組の普及を実施。（内閣府）

・「日常生活でバリアを感じる」…65.6％
　 「5年前と比較してバリアフリー化が進んでいない」…45.3％
　（バリアフリー化推進に関する国民意識調査、平成17年度実施）

・バリアフリー化推進功労者表彰
　・平成17年度
　　内閣総理大臣表彰…２件
　　内閣府特命担当大臣表彰…６件
 ・平成18年度
　　内閣総理大臣表彰…１件
　　内閣府特命担当大臣表彰…８件
・平成19年度
　　内閣総理大臣表彰…２件
　　内閣府特命担当大臣表彰優良賞…８件
　　内閣府特命担当大臣表彰奨励賞…５件
・平成20年度
　　内閣総理大臣表彰…２件
　　内閣府特命担当大臣表彰優良賞…５件
　　内閣府特命担当大臣表彰奨励賞…９件

高齢者・障害者の利便の増進に資する通信・放送サービスの開発を行うための通信・放送技術の研究
開発を行う者に対し、独立行政法人情報通信研究機構を通じ、当該研究開発費の一部を助成（総務省
平成９年度～）

障害者等ＩＴバリアフリープロジェクト（経済産業省　　平成15年度～18年度）
　障害者等の安全で円滑な移動を支援する情報通信機器・システムの互換性・相互運用性を確保する
ため、障害者等が共通に利用でき、かつ、障害者等にとって使いやすい利用者端末を活用した移動支
援システムの開発及びその実証・評価実験を実施するとともに、標準化を推進
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様式１

施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等

○

○ 福祉用具の開発・普及（厚生労働省）
・福祉用具・住宅改修支援事業
　①目的：地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう
にするため、介護保険事業の運営の安定化を図るとともに、被保険者及び要介護被保険者を現に介護
する者等に対し、地域の実情に応じた必要な支援を行うこと。
　②内容：福祉用具に関する相談・情報提供の実施、福祉用具に関する助言を行う。
　③対象層：被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他対象者として市町村が認める者。
　④実施の仕組み：地域支援事業の任意事業として計上
　⑤平成19年度実施保険者数：801件
・福祉用具臨床的評価実施等事業（平成21年度～）
　福祉用具の誤使用、製品結果による重大事故が多発していることから、利用者の安全性・操作性等の
確保を推進するため、利用者が介護保険における福祉用具を使用する場面（臨床）での客観的指標に
基づく評価を実施する。

福祉用具実用化開発推進事業（経済産業省　平成５年度～）
　福祉用具法に基づき、高齢者・心身障害者及び介護者の生活の質の向上を目的として、生活支援分
野、社会活動支援分野を中心とした福祉用具の実用化開発を実施

　平成17年度～平成20年度事業進捗状況　　（平成20年８月末現在）
　　　　　　　　　　17年度　　　　　18年度　　　　19年度    20年度
応募件数　　　　　 77件　　　　　 　43件　　　 　　34件　　　56件
採択件数　　　　　　５件　　　　　　  ５件             ６件        ７件
製品化件数　　　　 ４件　　　　　　　４件             ２件　　　 １件

※　補助事業終了後３年経過時点での製品化率50％を目標としているため、今後製品化件数が増加す
ると思われる。

※　製品化件数には、平成15年度以前の終了事業者も含む。
（参考）平成５年度～平成20年度終了事業者の実績
　　　　　　　　応募件数　　　　終了者件数　　　製品化件数
事業者数　　  1,616件　　　　　  157件　　　　　　  87件
※　目標年度に達成している事業者（平成17年度以前終了事業者）の製品化率：55.2％（80／145件）
※　平成20年８月末までの収益納付件数９件、収益納付額9,122千円
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様式１

施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等

警察庁、国
土交通省

○

○

○

○

○

○

○

③住宅及び公園の整備を含む高齢
者及び障害者にやさしい住まいづく
り、まちづくり、交通機関、道路交通
環境など高齢者及び障害者が自立
しやすい社会基盤の整備を推進す
る。

あんしん歩行エリアの整備（警察庁及び国土交通省　①平成15年度～19年度（796地区）、②20年度～
24年度（582地区））（５（２）ア26に前掲）
　　死傷事故発生割合が高い地区を「あんしん歩行エリア」として指定した上、都道府県公安委員会と道
路管理者が連携して面的かつ総合的な事故抑止対策を推進。

バリアフリー対応型信号機等の整備（警察庁）
　　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき、バリアフリー対応型信号機等
の整備を推進。
　〈信号機のバリアフリー化の例〉
　　　　　　　　　　　　　　（17年度末）　(18年度末）　（19年度末）
　・高齢者等感応化　　　5,312基　　　 5,684基　　　　6,004基
　・音響式歩行者　　　　 1,704基　　　 1,891基　　　　2,117基
　 誘導付加装置

バリアフリー化された公営住宅等と生活援助員（ライフサポートアドバイザー）による日常生活支援サー
ビスの提供を併せて行うシルバーハウジング・プロジェクトの推進（国土交通省　昭和62年度～）
　実績：　平成18年度末　21,994戸　平成19年度末　22,561戸　平成20年度末　22,985戸

新設の公共賃貸住宅における高齢者等に配慮した仕様の標準化（国土交通省）
　（公営住宅、都市機構賃貸住宅：平成3年度～　公社賃貸住宅：平成7年度～）

市街地再開発事業等において、施設建築物に一定の社会福祉施設等を導入するものを「福祉空間形成
型プロジェクト」と位置付け、社会福祉施設等の再開発事業への導入を円滑化（国土交通省　平成７年
度～）

高齢者、障害者の共同生活を支援することを目的とするグループホーム事業を公営住宅制度に位置付
け、一定の要件下で、社会福祉法人等に公営住宅を使用させることが可能（国土交通省　平成8年度
～）
　実績：　平成18年度　545戸　平成19年度　649戸

高齢者住まい法に基づき、借家人が生きている限り存続し死亡した時に終了する借家契約を結ぶことが
できる終身建物賃貸借制度を実施。（国土交通省　平成13年度～）
　実績：　平成18年度　265戸　平成19年度　845戸　平成20年度　1,282戸
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様式１

施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等

○

○

○

○

○

○

住宅金融支援機構において、高齢者（60歳以上）に対する持ち家のバリアフリーリフォームや耐震改修
の際の融資、マンション管理組合が行う工事において区分所有者が負担する一時金に係る融資、マン
ション建替え事業等により建設された住宅の取得に係る融資について、元金の返済は死亡時に一括償
還とすることができる高齢者向け返済特例制度を実施（国土交通省平成13年度～）
　受理実績：　平成18年度　(リフォーム)19件、(マンション建替え等)15件
　　　　　　　　　平成19年度　　　　　　　　 33件、                        3件
　　　　　　　　　平成20年度　　　　　　　　 39件、　　　　　　　　　　　 17件

公共賃貸住宅と社会福祉施設等の一体的整備（大規模な公営住宅等における併設の原則化：平成14
年度～、高齢者等居住安定化緊急促進事業：平成21年度～25年度）（国土交通省）
　実績：　平成18年度末　1,632施設　　平成19年度末　2,361施設　平成20年度末　2,902施設

高齢者住まい法に基づき、高齢者の入居を拒まない賃貸住宅の登録・閲覧制度や、高齢者居住支援セ
ンターにおいて登録された賃貸住宅に入居する高齢者世帯に対する家賃債務保証制度を実施（国土交
通省　平成13年度～）
　登録実績：　平成18年度　101,726戸　平成19年度　125,592戸　平成20年度　153,745戸
　保証実績：　平成18年度　209件　平成19年度　282件　平成20年度　352件（子育て世帯等向けを含
む。）

住宅金融支援機構の証券化支援事業の枠組みを活用した優良住宅取得支援制度により、バリアフリー
性が優れた住宅に係る金利引下げを実施（国土交通省平成17年度～）

　買取・付保実績※： 平成18年度　12,895件
　　　　　　　　　　　　　平成19年度　17,711件
　　　　　　　　　　　　　平成20年度　14,634件
　※優良住宅取得支援制度全体の実績

バリアフリー環境整備促進事業により、バリアフリー新法に基づく建築物のバリアフリー化等の環境整備
を図る（国土交通省　平成18年度～）

バリアフリー新法に基づく不特定多数の者等が利用する一定の建築物のバリアフリー化の推進（国土交
通省　平成14年度～）
　実績：　平成19年度末現在　44％
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様式１

施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等

○

○

○

○

○

○

○

高齢者等の住み替え支援制度により高齢者の高齢期の生活に適した住宅への住み替え促進（国土交
通省　平成18年度～）
実績：　平成21.7現在　契約完了件数120件

住宅金融支援機構において、一定の居住面積やバリアフリー性能を有するなど、高齢者世帯に適した
良好な居住性能等を有する賃貸住宅の建設に必要な資金の貸し付けを行う（国土交通省平成19年度
～）
　受理戸数：　平成19年度　12,567戸
　　　　　　　　  平成20年度　15,710戸

高齢者向けのバリアフリー化された優良な賃貸住宅の供給を促進するため、地域優良賃貸住宅制度に
よる整備費の助成、地方公共団体による家賃減額の支援等を実施（国土交通省　平成19年度～）
実績：地域優良賃貸住宅（高齢者型）
　　　　　平成18年度末　約27千戸　　　　　平成19年度末　約30千戸
　　　　　平成20年度末　約33千戸
　　　　　　　（高齢者向け優良賃貸住宅の供給戸数含む）

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）成立（平成18年6月）、施
行（平成18年12月）（国土交通省）

住生活基本法に基づき、住生活基本計画（全国計画）を閣議決定（平成18年9月）（国土交通省）

高齢者世帯の入居を受け入れる賃貸住宅の登録や居住に関する各種サポート等を行うあんしん賃貸支
援事業（国土交通省　平成18年度～）
  実績：平成18年度  8箇所　  平成19年度　15箇所
　　　　　平成20年度 32箇所　 平成21年5月現在　33箇所の自治体が事業に参加

住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本理念等を定めた「住生活基本法」の
成立、施行（平成18年6月）（国土交通省）
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様式１

施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等

○

○

○

○

○

○

○

高齢者の居住の安定の確保を一層推進するため、高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住
まい法）の改正により、国土交通省所管の法律を厚生労働省との共管法に改め、基本方針の拡充、都
道府県による高齢者の居住の安定の確保に関する計画の策定、高齢者生活支援施設と一体となった高
齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進等を措置（平成21年5月）（国土交通省）

官庁施設のバリアフリー化の推進（国土交通省）
　　窓口業務を行う国土交通省所管の官庁施設等について、障害者等すべての人の利用に配慮した高
度なバリアフリー化を推進
    バリアフリー改修を実施した施設数1,058施設（平成18年度）から1,216施設（平成20年度）に増加。

河川空間のバリアフリー化（国土交通省）
　直轄河川において整備される水辺拠点において、手すり・緩傾斜スロープ等の設置、堤防・護岸の緩
傾斜化等を実施。

高齢者等の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本となる事項等を定めた、
「住宅確保要配慮者に対する住宅の供給の促進に関する法律」の成立、施行（平成19年7月）（国土交通
省）

都市公園等のバリアフリー化（国土交通省）
　　すべての人が日常的な健康づくりや余暇活動を行う場となる身近な都市公園の整備を推進するとと
もに、園路の段差の解消や、誰でも使いやすいトイレの整備など、ユニバーサルデザインによる都市公
園づくりを推進

住宅金融支援機構の住宅融資保険制度を活用し、民間金融機関が提供する住宅改良等資金に係るリ
バースモーゲージの推進を支援（国土交通省　平成21年度～）
　実績：取扱金融機関　１機関（平成21年10月１日～）
　　　　　付保実績　　　　　０件(平成21年10月9日現在）

高齢者向け住宅に関する先導的技術等の導入や生活支援サービス等の効率的・効果的提供に関する
取組みなどを支援する高齢者居住安定化モデル事業を実施。（国土交通省　平成21年度～25年度）
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施策の基本的方向 具体的施策 担当府省 施策の実施状況及び関連統計等

○

○

○

国土交通省 ○

○

④交通バリアフリー教室の開催や
バリアフリーボランティアの普及に
努め、「心のバリアフリー社会」を実
現する。さらに、鉄道駅等の旅客施
設や宿泊施設のバリアフリー化の
状況に関する情報提供を推進す
る。

歩行空間のバリアフリー化（国土交通省）
　　１日あたりの平均利用者が5,000人以上の旅客施設の周辺等の主な道路のバリアフリー化の割合
が、53%（平成18年度）から60%（平成19年度）に向上

路外駐車場のバリアフリー化（国土交通省）
　バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場のバリアフリー化の推進（18年度～）
　実績：　20年度末現在　37％

公共交通機関のバリアフリー化
　　公共交通機関におけるバリアフリー化の推進

　

バリアフリー教室の実施（国土交通省　平成14年度～）
　18年度　96件、19年度　106件、20年度　118件

バリアフリーボランティア事業の実施（国土交通省　平成17年度～）
　18年度　６ヶ所、19年度　１ヶ所、20年度　２ヶ所
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